
認知症施策推進基本計画の概要

【位置付け】共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第65号。以下「基本法」という。）に基づく
国の認知症施策の基本計画。これに基づき、地方自治体は推進計画を策定（努力義務）。

• 基本法に明記された共生社会の実現を目指す。

• 認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」※に基づき施策を推進する。

※①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととして理解する。②個人としてできること･やり

たいことがあり､住み慣れた地域で仲間と共に､希望を持って自分らしく暮らすことができる。

⇒ ①「新しい認知症観」に立つ､②自分ごととして考える､③認知症の人等の参画･対話､④多様な主体の連携･協働

Ⅲ 基本的施策

• 施策は、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人や家族等と共に推進する。

⇒ 以下の12項目を設定：①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定支援・権利擁護､⑤保健医療･福祉､

⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

Ⅳ 第１期基本計画中に達成すべき重点目標等

次の４つの重点目標に即した評価指標を設定：①「新しい認知症観」の理解、②認知症の人の意思の尊重、③認知症の

人・家族等の地域での安心な暮らし、④新たな知見や技術の活用

• 評価指標は、重点目標に即して、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標を設定

Ⅴ 推進体制等

• 地方自治体において、地域の実情や特性に即した取組を創意工夫しながら実施

• 地方自治体の計画策定に際しての柔軟な運用（既存の介護保険事業計画等との一体的な策定など）

• ①行政職員が､認知症カフェ等様々な接点を通じて､認知症の人や家族等と出会い･対話する､②ピアサポート活動や

本人ミーティング等の当事者活動を支援する、③認知症の人や家族等の意見を起点として､施策を立案、実施、評価

する。

前文／Ⅰ 認知症施策推進基本計画について／Ⅱ 基本的な方向性

引用：厚生労働省「認知症施策推進基本計画の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/001344088.pdf

資料２-１



基本的施策（抄）

１．認知症の人に関する国民の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的

理解の推進
• 認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動

の展開（認知症希望大使の活動支援）

２．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進

• 認知症の人が自立し安心して暮らすための、地域における生活支
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の人の社会参加の機会の確保等

• 認知症の人自らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の人の社会参加の機会の確保（本人ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護

• 認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定、情報提供（「認
知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライ
ン」の改定）

• 認知症の人に対する分かりやすい形での意思決定支援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等

• 専門的な、又は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患
医療センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中支援チーム
の見直し、認知症地域支援推進員の適切な配置）

• 人材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修の在り方の見
直し）

６．相談体制の整備等
• 認知症の人の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域

包括支援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）
• 認知症の人又は家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動

に対する支援等（認知症地域支援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート活動、認知症希望大使の活動支援）

７．研究等の推進等

• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護方法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加の在り方、共生のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活用（介護ロボット・ICT等の開発・普及の支援）

８．認知症の予防等

• 科学的知見に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の

整備（早期発見・早期対応・診断後支援まで行うモデルの確立）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施

• 若年性認知症の人を含む認知症の人の生活実態、社会参加・就労
支援を促進する体制や社会実装の方策など共生社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携

• かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中支援チーム、居宅介護支援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住民を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地方公共団体に対する支援

• 地方公共団体の参考となるような取組の共有などの支援

12．国際協力

• 外国政府、国際機関、関係団体等との連携、我が国の高齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

引用：厚生労働省「認知症施策推進基本計画の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/001344088.pdf



基本的施策

1．認知症の人に関する国民の理解の増進等

2．認知症の人の生活におけるバリアフリー

化の推進

３．認知症の人の社会参加の機会の確保等

４．認知症の人の意思決定の支援及び権利利
益の保護

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提
供体制の整備等

６．相談体制の整備等

７．研究等の推進等※

８．認知症の予防等

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施※

10．多様な主体の連携※

11．地方公共団体に対する支援※

12．国際協力※

認知症施策推進基本計画 守山いきいきプラン2024（認知症に関する施策）

※国手引きにおいて市町村計画に係る記載なし

①認知症に関する普及啓発

基本目標Ⅱ みんなで支え合う地域共生社会の実現と地域包括ケアシステムの深化・推進

４．地域全体で取り組む認知症対策の充実（「共生」「予防」）

６．高齢者の住まいと生活環境（移動支援等）の充実

④福祉意識の高揚

③移動支援

５．地域共生社会の実現に向けた支え合いの地域づくり

④認知症の人と家族を支える地域づくり

①支え合いの地域づくり

④高齢者の権利擁護の推進

②認知症の早期発見・早期支援

③認知症高齢者や家族介護者に対する支援

①介護相談等の充実

１．地域包括支援センターの機能強化

①相談支援体制の充実・強化

②地域包括支援センターの機能強化

３．高齢者の尊厳の保持

基本目標Ⅲ 高齢者と家族を支える介護体制の充実

３．身近な情報提供・相談体制の充実

認知症施策推進基本計画に示される基本的施策は現行計画でも既に盛り込んでいますが、
認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」に基づき、さらに充実した施策推進のため

①認知症カフェや診療所、事業所等に出向いて本人ミーティング ②認知症施策推進計画にかかる調査 を行います


